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尖閣諸島における
中共の法律戦、歴史戦へのエスカレーションリスクの分析

中国が日本に要求する
「4つの原則的共通認識」の罠
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中日両国が第１２回高級事務レベル海洋協議

2021/02/04

双方は、中日首脳による共通認識と４項目の原則的共通認識を全面的に実行に移し、対話
を通じて矛盾・意見の相違を適切に処理し、海洋分野の協力を実務的に推し進め、共に努力
して東中国海を平和、協力、友好の海にすることを確認した。

双方は東中国海の平和・安定を守ることの重要性を強調し、出来るだけ早く防衛当局の海
空連絡メカニズム年度会議と専門会議を開いて、同メカニズム下のホットライン設置プロセ
スを早急にスタートさせ、危機管理を強め、不測の事態を防ぐようにすることで合意した。
双方は以前得られた東中国海問題の原則的共通認識に基づいて、東中国海の資源共同開発を
引き続き検討したいとした。

中国は釣魚島問題における厳正な立場を改めて表明し、日本に事態を複雑化させる動きを
回避するよう求めた。中国は日本が「中日漁業協定」を真剣に実行に移し、中国と共に関係
海域の漁業秩序を守るよう促した。中国は質問に応じて、「中華人民共和国海警法」の関係
内容を説明し、同法の制定は中国の通常の立法活動であり、国際法と国際慣行に完全にかな
うものだと強調した。
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一．「中日海上捜索救助協定」の枠組み下で、中国海上捜索救助センターと日本海上保安庁が地方窓口
間の協力を強化し、さまざまな形式の共同演習を繰り広げるよう後押しする。

二．中国海警局と日本海上保安庁が海上犯罪の取り締まりおよび法執行従事者の交流などの面で一段と
協力を繰り広げるのを支持する。

三．海洋環境保護交流を強化する。双方は、「中日海洋ごみ協力専門家対話プラットフォーム第２回会
合および第２回中日海洋ごみワークショップ」での共通認識を確認し、海洋プラスチックごみ防
止・処理協力を一段と繰り広げる。

四．外交当局海洋事務従事者の相互訪問を引き続き繰り広げ、海洋関連問題若手職員間の交流を促進
し、海洋関連シンクタンク、学術および教育機関間の往来・協力を支援する。

五．違法操業取り締まり、うなぎ資源管理および北太平洋の漁業資源保護について協力を強化する。

双方は海洋関連の具体的協力について、以下の共通認識を得た。
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1. 同協議には、日本側から、外務省のほか、国家安全保障局、水産庁、資源エネルギー庁、海上保安庁、環
境省及び防衛省が、また、中国側から、外交部のほか、中央外事工作委員会弁公室、国防部、自然資源部、
生態環境部、交通運輸部、農業農村部、国家能源局、中国海警局等が参加しました。

2. 双方は、1月20日に行われた団長間協議に続き、全体会議のほか、（1）海上法執行及び海上安全、（2）
海上防衛、（3）海洋経済の3つのワーキンググループに分かれて会議を行い、東シナ海等に関する様々な
問題について意見交換を行い、海洋分野における協力の在り方や懸念について議論しました。

3. 我が方から、日本漁船への接近を含む個別の事象にも言及しつつ、尖閣諸島周辺海域等の東シナ海を始め
とする海洋・安全保障分野の課題にかかる我が国の立場、懸念を改めて申し入れ、中国側の行動を強く求
めました。また、海警法等について、国際法と整合的に運用されるよう求め、我が国の強い懸念を伝えま
した。

4. 我が方から、日本海の大和堆周辺水域における違法操業について、中国側の対応を改めて強く要請すると
ともに、意思疎通を強化していくことを確認しました。

5. 双方は、東シナ海資源開発に関する「2008年合意」について、同合意の実施に向けて引き続き意思疎通を
続けていくことを確認しました。

6. 中国側から、東電福島第一原発の処理水について関心が示され、我が方から透明性をもって現状を説明す
るとともに、今後も意思疎通していくことを確認しました。

2月3日、第12回日中高級事務レベル海洋協議がオンラインにて開催されたところ、概要は以下のとおりです。

令和3年2月4日
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1. 双方は、「日中防衛当局間における海空連絡メカニズム」の「日中防衛当局間のホットライン」について
早期開設に向けた調整が着実に進展していることを改めて歓迎し、その実現に向け、双方が調整を更に加
速させていくことで一致しました。双方は、ハイレベルの相互訪問など、防衛当局間における意思疎通を
継続していくことで一致しました。

2. 双方は、2019年2月に発効した日中海上捜索・救助（SAR）協定を踏まえた海上捜索救助協力強化に関す
る情報交換等を行い、海上保安庁と中国海上捜索救助センターは、引き続き、地方窓口間の通信訓練等の
共同演習の実施を含む円滑・効率的な海上捜索救助に協力して取り組むことで一致しました。また、双方
は、海上犯罪取締りに関する連携強化についての意思疎通を推進していくことで一致しました。

3. 双方は、日中海洋ごみ協力専門家対話プラットフォーム第2回会合及び第2回日中海洋ごみワークショップ
での合意事項について同意し、モニタリングデータの共有や、G20・国連環境総会等の枠組を活用して国
際枠組に基づく行動の促進に協力していくことで一致しました。

4. 双方は、日中海洋事務従事者交流の枠組み等を活用し、両国の海洋分野における担当若手職員間の相互理
解を引き続き増進していくことで一致しました。

双方は、東シナ海を「平和・協力・友好」の海とするとの目標を実現していく観点からも、海洋分野に
おける具体的な協力・交流を推進していくことで一致しました。

令和3年2月4日
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双方は、1972年9月29日に発表された日中共同声明、1978年8月12日に署名された日中平和友好条約及び
1998年11月26日に発表された日中共同宣言が、日中関係を安定的に発展させ、未来を切り開く政治的基礎であ
ることを改めて表明し、三つの文書の諸原則を引き続き遵守することを確認した。また、双方は、2006年10月
8日及び2007年4月11日の日中共同プレス発表にある共通認識を引き続き堅持し、全面的に実施することを確認
した。

「戦略的互恵関係」の包括的推進に関する日中共同声明

胡錦濤中華人民共和国主席は、日本国政府の招待に応じ、2008年5月6日から10日まで国賓として日本国を公
式訪問した。胡錦濤主席は、日本国滞在中、天皇陛下と会見した。また、福田康夫内閣総理大臣と会談を行い、
「戦略的互恵関係」の包括的推進に関し、多くの共通認識に達し、以下のとおり共同声明を発出した。

6.双方は、東シナ海問題を適切に処理するため、以下の共通認
識に達した。
（1）東シナ海を平和・協力・友好の海とすることを堅持する。
（2）最終的な境界画定までの間の暫定的な枠組みとして、双
方の海洋法に関する諸問題についての立場を損なわないことを
前提として、互恵の原則に基づき共同開発を行う。
（3）必要に応じ、従来よりハイレベルの協議を行う。
（4）双方が受入れ可能な比較的広い海域で共同開発を行う。
（5）協議のプロセスを加速させ、本年秋に共同開発の具体的
方策につき首脳に報告することを目指す。

2007年4月11日

6．双方は、東シナ海を平和・協力・友好の海とす
るため、双方が対話と協議を堅持し、意見の相違を
適切に解決すべきであることを確認した。また、双
方は、東シナ海問題に関する協議のプロセスを加速
し、共同開発という大きな方向を堅持し、双方が受
入れ可能な解決の方法を模索することを確認した。

2006年10月8日

2008年5⽉7⽇、東京
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11⽇に⾏われた中国外交部（外務省）の定例記者会⾒で、「中国海
警局が釣⿂島（⽇本名・尖閣諸島）海域で⽇本の漁船を追尾した」
件に関する記者の質問に対し、外交部の趙⽴堅報道官は、「釣⿂島
及びその付属島嶼は中国の固有の領⼟であり、釣⿂島海域を巡航し
法執⾏を⾏うことは中国の固有の権利だ。我々は⽇本側に四つの原
則的共通認識の精神を遵守し、釣⿂島問題において新たなもめ事が
起こることを避け、実際の⾏動で東中国海情勢の安定を守るよう要
求する」と強調した。

趙報道官はさらに、「中国海警局は先ごろ、釣⿂島海域を定例巡航
した際、⽇本の漁船1隻が中国の領海内で違法に操業していることを
発⾒した。中国海警船は法に基づいてこの漁船を追跡監視し、直ち
に操業を停⽌して関連海域を出るよう要求し、⽇本海上保安庁の船
舶による違法な妨害に断固として対応した。中国はすでに外交ルー
トを通じてこの件について⽇本側に厳正な申し⼊れを⾏い、直ちに
権利侵害⾏為をやめるよう⽇本側に促した」と述べた。（編集AK）
「⼈⺠網⽇本語版」2020年5⽉12⽇

外交部、「釣魚島とその付属島嶼は中国固有の領土」
人民網日本語版 2020年05月12日13:10

中国外務省は本⽇（22⽇）定例記者会⾒を⾏いました。会⾒で、記
者は中国沿岸警備隊船が釣⿂島の⽔域を100⽇間連続して巡回している
ことを尋ね、⽇本側は繰り返し中国側に抗議している。なぜ中国はこの
地域をクルーズするのですか？それに応えて、外務省のスポークスマ
ン、Wang�Wenbin⽒は、釣⿂島とその付属島は古代から中国固有の領
⼟であると述べました。釣⿂島の海域で中国沿岸警備隊船によるパト
ロール実施を実施することは中国固有の権利です。⽇本側からのいわゆ
る「抗議」は受け付けておりません。両当事者は、4点原則的共通認識
に従って⾏動し、現場での管理と制御を適切に⾏い、状況の拡⼤を防ぐ
必要があります。 （編集：陰恵仙）

外務省：釣魚島の海域で巡航法執行を行うことは中国固有の権利
CCTVニュース2020年7月22日21：47 （仲村翻訳）

＜原文＞

尖閣海域侵入で、日本に夜つの原則的共通認識の遵守を求める中国外交部
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石垣市が昨年10月、尖閣諸島の字名を「登野城尖
閣」に変更する前、中国駐福岡総領事館から市に対し、
電話で再三の抗議があったことが分かった。字名変更
を中止させるため、市に直接、圧力を掛ける意図が
あったと見られる。

尖閣諸島の字名は当初「登野城」だったが、2015年、
元自衛官の奥茂治氏（72）=那覇市在=が市に対し、
字名に「尖閣」を加えるよう陳情した。
市議会では一般質問で仲間均市議がこの件を取り上

げ、17年、中山義隆市長が字名変更の議案を議会に上
程する考えを表明。全国紙でも報道された。

市によると、議案提出前の17年12月6日、中国駐福
岡総領事館の担当者から「市長に抗議したい」と電話
があった。市の担当者が、まだ議案が提出されていな
いことを説明すると、同総領事館からは6日後、「議
会に議案を提出したのか」と問い合わせの電話があっ
た。
市は議案の提案をいったん見送ったが、市議会は18

年6月25日、尖閣諸島の字名変更を求める決議を可決
した。

2日後、同総領事館の担当者が電話で市に対し「決議
は極めて残念」「中日関係がやっと正常に戻ったところ
で、このことは中国主権の侵害になる」「中日両国の4
項目の共通認識をきちんと守ってもらいたい」「長期的
に友好関係を保つため努力してほしい」と申し入れた。

7月2日には、同総領事館から申し入れに対する市の対
応を問う電話が入った。市の担当者は「議会事務局に電
話の内容を伝えた」と回答した。

市は20年6月9日、市議会に字名変更の議案を提出。
これに対し19日、同総領事館の担当者が電話で「（尖閣
諸島の）名称を変更しても、中国固有の領土であること
に変わりはない」と市に抗議した。議案は23日に賛成多
数で可決され、10月1日から施行された。

字名変更を陳情した奥氏は、字名変更の動きに対する
中国側の圧力について「とんでもないの一言だ。尖閣諸
島は日本の領土なのに、なぜ中国が抗議するのか。字名
変更までの経緯を、国民にもきちんと知ってほしい」と
話した。
字名変更を巡っては、17年12月に市の姉妹都市・台

湾蘇澳鎮から問い合わせの書簡があり、市は回答で理解
を求めた。

尖閣字名変更前、中国が市に再三抗議 沖縄・石垣市
1/18(月) 9:30配信
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＜日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明＞
一. 日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同
声明が発出される日に終了する。
二. 日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であること
を承認する。
三. 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部で
あることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立
場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。

平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する
日中共同宣言

「戦略的互恵関係」の包括的推進に関する日中共同声明

中国外交部が日本に遵守を求めている内容② 日中共同声明の遵守を重ねて求める
昭和47年

昭和53年

平成10年

平成20年

（抜粋）

（抜粋）

（抜粋）

（抜粋）
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＜日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明＞
一. 日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、
この共同声明が発出される日に終了する。
二. 日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府で
あることを承認する。
三. 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分
の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民
共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基
づく立場を堅持する。

＜カイロ宣言＞
同盟国の目的は、1914年の第一次世界戦争の開始以後に日本国が
奪取し又は占領した太平洋におけるすべての島を日本国からはく
奪すること、並びに満洲、台湾及び澎湖島のような日本国が清国
人から盗取したすべての地域を中華民国に返還することにある。
日本国は、また、暴力及び強慾により日本国が略取した他のすべ
ての地域から駆逐される。

＜ポツダム宣言＞
8条：カイロ宣言の条項は履行さるべきものとし、日本の主権は本
州、北海道、九州、四国及びわれわれの決定する周辺小諸島に限
定するものとする。

4つの基本文書＞日中共同声明＞ポツダム宣言＞カイロ宣言
4つの基本文書の遵守を認める日本政府とそこに潜む罠

※チャイナは、「澎湖島のような島々に琉球も含まれる。」と解釈。

※チャイナは、ポツダム宣言第８条にかかれている「われわれ」の中に中
華民国もふくまれ、日中共同声明で唯一の合法政府であるとした中華人
民共和国もふくまれるのであり、それを無視して締結された沖縄返還協
定は向こうであるという立場をとる。

中国外交部が日本に遵守を求めている内容① 「ポツダム宣言」「カイロ宣言」

2021/2/17
仲村覚 11



Okinawa Policy Research Forum of Japan

一般社団法人

2021/2/17
仲村覚 12

外交部：中国は「サンフランシスコ講和条約」を断じて承認せず

外交部（外務省）の洪磊報道官は30⽇の定例記者会⾒で「中国政府は
『サンフランシスコ講和条約』は不法で無効との認識であり、断じて承
認できない」と表明した。

記者：⽇本の菅義偉内閣官房⻑官は29⽇「釣⿂島（⽇本名・尖閣諸
島）は⾺関条約（下関条約）締結以前から⽇本の領⼟であり、ポツダム
宣⾔以前ならなおさらにそうだ。⽇本の領⼟はサンフランシスコ講和条
約で法的に確定された」と述べた。これについて中国側のコメントは。

洪報道官：1895年、⽇本は甲午戦争（⽇清戦争）で中国の清政府の敗
⾊が決定的となったのを利⽤して、秘密裏に釣⿂島を⽇本の版図に編⼊
した。これは不法な窃取⾏為だ。続いて⽇本は清政府に、不平等な⾺関
条約を締結して、釣⿂島を含む「台湾全島及び全ての附属各島嶼」を割
譲することを強制した。

1943年12⽉、中⽶英三カ国⾸脳はカイロ宣⾔を発表し、⽇本が中国
から盗み取った領⼟の中国への返還を定めた。1945年7⽉のポツダム宣
⾔は、カイロ宣⾔の条項は履⾏されるべきと再確認した。1945年8⽉、
⽇本の天皇は終戦の詔書で、ポツダム宣⾔を受諾し、無条件降伏するこ
とを宣⾔した。1972年9⽉の中⽇国交正常化時に署名された中⽇共同声
明は「⽇本側はポツダム宣⾔第8条に基づく⽴場を堅持する」と明記して
いる。

中国政府は、「サンフランシスコ講和条約」は中華⼈⺠共和国が準
備、⽴案及び調印に参加しておらず、不法で、無効であり、断じて承認
できないと、繰り返し厳粛に声明している。釣⿂島が琉球の⼀部であっ
たことはない。「サンフランシスコ講和条約」第3条の信託統治範囲に
も釣⿂島は含まれていない。（編集NA）

「⼈⺠網⽇本語版」2013年5⽉31⽇

釣魚島が日本のものではない4つの理由
ここには4つの問題がある。第1に「サンフランシスコ講和条約」の

合法性の問題。第2に釣⿂列島が琉球列島に属すのか否かという問題。
第3に琉球列島が⽇本に属すのか否かという問題。第4に戦後の⽇本の
領⼟は結局どの範囲なのかという問題だ。これら4つの問題は互いに絡
み合っているが、その中⼼にあるのは琉球列島の帰属の問題だ。

第1に「サンフランシスコ講和条約」は不法な条約だ。1951年9⽉4
⽇、⽶国は⼀⽅的に52カ国を招請し、サンフランシスコで対⽇講和会
議を⾏った。だが第⼆次⼤戦で⽇本軍国主義の侵略を迎え撃った主⼒で
ある中国は荒々しく締め出された。「サンフランシスコ講和条約」で⽇
本は琉球諸島と⼩笠原諸島を⽶国を唯⼀の施政権者とする国際連合の信
託統治下に置くことに同意した。同年9⽉18⽇、中国政府は講和条約の
合法性を認めないとの声明を発表した。
第2に釣⿂列島は琉球列島ではなく中国に属している。「サンフラン

シスコ講和条約」第⼆章第三条で国連の信託統治下に置くと定めた領⼟
に釣⿂島は含まれていない。

第3に琉球諸島は⽇本に属さない。琉球はかつて中国の藩属国だった
のだ。琉球諸島は紀元1372年から中国の明朝に朝貢を始めた。国王は
明朝の冊封を受け、官⺠は実に頻繁に明朝と往来していた。1879年に
⽇本が出兵し、占領するまで琉球王国はずっと中国の朝廷に直属する独
⽴王国であり、その国⺠の⼤部分は福建省、浙江省、台湾沿海地区の住
⺠であり、祖国⼤陸と⾎筋が相連なるのみならず、⾔語も⽂字もみな中
国語であり、法制や制度も⼤陸の朝廷と完全に⼀致していたのだ。

第4に「ポツダム宣⾔」第8条は「カイロ宣⾔ノ条項ハ履⾏セラルベ
ク⼜⽇本国ノ主権ハ本州、北海道、九州、四国及吾等ノ決定スル諸⼩島
ニ局限セラルベシ」と定めている。戦後の⽇本の版図に琉球諸島は全く
含まれておらず、釣⿂列島にいたっては論外であることがここにはっき
りと⽰されている。これが戦後の取り決めなのだ。⽇本はこれに服さな
ければならない。（編集NA）
「⼈⺠網⽇本語版」2012年7⽉26⽇
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沖縄県民を先住民族とする国連勧告の一覧
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締約国（日本）は琉球を先住民族と認識し、その保護のための措置を強化し、
適切な安全性を確保するよう勧告する。女性を含む琉球/沖縄の人々を暴力
から保護し、加害者に対する適切な訴追と有罪判決を確実にするよう勧告す
る。
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在沖米軍基地を撤去を可能にする先住民族の権利

2021/2/17
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※日本政府も批准
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中国の嘘に目的の無い嘘はない。
嘘の背後には、必ず中国共産党の意思と戦略がある。

中国が日本に何度も求めている「4つの原則的共通認識の遵
守」とは、「日本はポツダム宣言、カイロ宣言を遵守して琉球
の主権を放棄せよ！」という意味である。
完全なる虚喝だが、無視し沈黙を続けることは、国際的に不
利に追い込まれるのみならず、中国から見たら日本は約束を何
度も破っていることになり、対日制裁や武力行使の口実に利
用される。
よって、日本も国家レベルで、対中歴史戦、法律戦を練り上
げ、反撃することが急務である。

2021/2/17
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結論
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要
請
書 

 
 
二
月
一
日
、
中
国
で
武
力
行
使
を
認
め
る
海
警
法
が
施
行
さ
れ
、
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
、

日
本
漁
船
、
更
に
は
、
海
上
自
衛
隊
の
艦
船
も
対
象
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
。
海
警
法
は
、
海

警
局
が
中
央
軍
事
委
員
会
の
軍
規
及
び
命
令
に
基
づ
き
、
防
衛
活
動
等
の
業
務
に
就
く
こ
と
を

定
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
海
上
保
安
庁
は
、
海
上
保
安
庁
法
二
〇
条
に
よ
り
、
外
国
の
軍
艦

や
各
国
の
政
府
が
保
有
す
る
船
舶
へ
の
武
器
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
正
当
防
衛
の
範
囲

で
し
か
武
器
を
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
。
更
に
同
二
五
条
に
よ
り
、
軍
隊
の
任
務
や
機

能
を
持
つ
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
現
行
法
下
で
、
海
警
局
と
の
武
力
衝
突
及
び
海

警
隊
員
の
尖
閣
上
陸
活
動
が
発
生
し
た
場
合
、
海
上
保
安
庁
の
船
舶
が
大
き
な
損
害
を
受
け
て

か
ら
自
衛
隊
へ
の
防
衛
出
動
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
閣
議
決
定
さ
れ
た
時
に
は
、

す
で
に
尖
閣
諸
島
の
実
効
支
配
を
失
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
早
急
に
、
海
上
保
安
庁
及
び

自
衛
隊
が
緊
密
に
連
携
し
て
尖
閣
諸
島
防
衛
の
任
務
を
果
た
せ
る
よ
う
法
整
備
が
急
務
で
あ

る
。
更
に
、
自
衛
隊
が
出
動
し
た
場
合
、
中
国
の
国
際
世
論
戦
に
よ
り
、
日
本
が
不
利
な
立
場

に
立
た
さ
れ
な
い
よ
う
に
先
手
を
打
つ
こ
と
も
急
務
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
中
、
中
国
は
昨
年
か
ら
尖
閣
で
こ
と
を
起
こ
す
た
び
、
日
本
側
に
「
四
つ
の
原
則

的
共
通
認
識
（
昭
和
四
七
年
の
日
中
共
同
声
明
に
始
ま
る
日
中
間
の
四
つ
の
政
治
文
書
の
こ

と
）」
の
遵
守
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
政
治
文
書
は
、
尖
閣
諸
島
と
何
ら
関
係
な
い
も

の
で
あ
る
。
更
に
、
二
月
三
日
、
第
一
二
回
日
中
高
級
事
務
レ
ベ
ル
海
洋
協
議
が
開
催
さ
れ
、

四
つ
の
政
治
文
書
の
四
番
目
の
平
成
二
十
年
の
「
戦
略
的
互
恵
関
係
の
包
括
的
推
進
に
関
す
る

日
中
共
同
声
明 

」
で
の
合
意
に
基
づ
い
て
、
日
中
間
で
東
シ
ナ
海
を
「
平
和
・
協
力
・
友

好
」
の
海
と
す
る
と
の
目
標
の
実
現
を
協
力
推
進
し
て
い
く
こ
と
で
一
致
し
た
。
し
か
し
こ
う

し
た
合
意
は
中
国
側
が
約
束
の
す
り
替
え
に
よ
り
悪
用
し
、
日
本
は
国
際
的
に
不
利
な
立
場
に

追
い
込
ま
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。 

 

よ
っ
て
、
中
国
の
武
力
に
よ
る
脅
し
及
び
狡
猾
な
外
交
工
作
に
よ
る
謀
略
か
ら
我
が
国
の
尖
閣

諸
島
の
主
権
を
断
固
と
し
て
守
る
た
め
に
以
下
要
請
す
る
。 

 

一
、 

尖
閣
諸
島
で
中
国
側
が
事
を
起
こ
す
前
に
、
中
国
海
警
局
の
船
は
、
単
な
る
法
執
行
機

関
で
は
な
く
、
事
実
上
人
民
解
放
軍
統
制
下
の
軍
艦
で
あ
り
、
尖
閣
海
域
へ
の
侵
入
は

軍
事
侵
略
で
あ
る
こ
と
を
米
豪
等
同
盟
国
と
と
も
に
国
際
発
信
し
、
各
国
に
、
日
本
は

自
衛
の
た
め
に
自
衛
隊
で
対
処
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
了
承
を
取
り
付
け
て
お
く

こ
と
。  

一
、 

国
際
社
会
に
対
し
て
尖
閣
諸
島
の
主
権
も
施
政
権
も
日
本
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
目
に

見
え
る
形
で
示
す
た
め
に
、
公
共
施
設
の
設
置
や
上
陸
し
て
環
境
調
査
等
を
行
う
こ
と
。 

 

一
、 

他
国
に
尖
閣
諸
島
へ
の
上
陸
の
隙
を
与
え
な
い
た
め
に
、
平
時
か
ら
有
事
に
お
い
て
シ

ー
ム
レ
ス
に
海
上
保
安
庁
と
自
衛
隊
が
連
携
で
き
る
法
整
備
を
早
急
に
お
こ
な
う
こ
と
。 

 

一
、 

中
国
側
が
昭
和
四
十
七
年
の
日
中
共
同
声
明
に
始
ま
る
四
つ
の
政
治
文
書
を
尖
閣
諸
島

と
絡
め
て
く
る
よ
う
な
発
言
や
動
き
が
少
し
で
も
あ
っ
た
ら
、
中
国
側
の
す
り
替
え
を

公
式
に
非
難
し
、
日
中
間
の
認
識
が
一
致
し
、
か
つ
尖
閣
諸
島
の
安
全
保
障
上
の
懸
念

が
払
拭
さ
れ
る
ま
で
、
全
て
の
合
意
を
直
ち
に
棚
上
げ
に
す
る
こ
と
。 

 

令
和
三
年
二
月
十
七
日 

「
尖
閣
諸
島
の
早
期
実
効
支
配
を
求
め
る
緊
急
国
民
集
会
」
参
加
者
一
同 


